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整 備 内 容目 的

計画流量に応じた洪水を安
全に流す分流機能を整備す
る。

●越流部の幅を、さら
に拡げる。
●減勢池を拡張する。

一の荒手

計画流量に応じた洪水を安
全に流すための断面を確保
する。

●低水路区間を切り下
げる。二の荒手

項 目

計画の洪水を安全に流すた
めの河道を確保する。

●百間川橋の改築まで
に低水路幅を拡げる。河道整備
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断面イメージ
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旭川旭川

百間川百間川

６．二の荒手の整備６．二の荒手の整備

全体整備イメージ
（中長期計画）

二の荒手の整備二の荒手の整備

現在の様子
＊短期計画では現況のまま保存



右岸堤防 左岸堤防

平成１０年洪水
による被災区間
（復旧状況）

計画断面

洪水により破壊される危険性がある。

現況のまま保存

右岸堤防 左岸堤防
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低水路部の切り下げ

低水路の整備

高水敷部は現況保存

6-1．二の荒手の整備計画（概要）6-1．二の荒手の整備計画（概要）

●現況のまま保存する。

●現況（短期計画）のイメージ

●中長期計画の整備イメージ

●発掘調査時の様子（平成6年3月） ●現在の様子

百間川

二の荒手二の荒手

百間川

目 的目 的

短 期 計 画

計画流量に応じた洪水を安全に流す
ための断面を確保する。

●低水路部を切り下げる。

目 的目 的

整 備 内 容整 備 内 容

中 期 計 画中 期 計 画



6-2．二の荒手の整備に関する検討経緯［二の荒手調査委員会］6-2．二の荒手の整備に関する検討経緯［二の荒手調査委員会］

●百間川改修に伴う中島橋梁工事にて、二の荒手
を一部撤去する必要が生じ、「二の荒手調査委
員会」を発足し、調査および保存方法を協議。

●当委員会による発掘調査の結果に基づき、二の
荒手の取り扱いについて検討することとなる。

●二の荒手の保存方法について水理模型実験を実施。

●この結果にて、河川管理者側は撤去の方針を提示
するが、同意を得ることはできない状況であった。

●戦後最大の洪水が発生。一の荒手及び二の荒手の
一部が破壊し、復旧工事を実施。

●二の荒手の保存方法として、可能な限り保存す
る方向性（１ｍ高で保存）にて、まとめられた
が、二の荒手の取り扱いに関する当委員会の結
論は出さず、今後は協議会等により広く地域住
民の意見も聞き、二の荒手保存方法を決定して
いくこととしている。

【平成４～７年】

＊委員会４回開催

【平成10年】

【平成11～13年】

＊委員会３回開催

【平成３年】

＊委員会２回開催

●発掘調査時の様子（平成6年3月）

●平成10年洪水による被害の様子

百間川

百間川



「二の荒手調査委員会」で提案された基本構造案

●高水敷部分は現況のまま保
存する。

●現況保存の場合でも、浄化
用水の流路確保は必要。

●現況保存の場合でも二の荒
手が理解できる表示は必要。

●河川管理者として壊れるか
どうか不確定なものは取り
除く考えもあるが、仮に二
の荒手が壊れても安全とな
るような対策も含めて検討
する。

● 二の荒手の取り扱いについ
て、当委員会としては結論
は出さない。最終的な結論
は、これまでの議論を踏ま
え、もう少し広く意見を聞
く場を設け詰めていく。

●高水敷部分は現況のまま保
存する。

●現況保存の場合でも、浄化
用水の流路確保は必要。

●現況保存の場合でも二の荒
手が理解できる表示は必要。

●河川管理者として壊れるか
どうか不確定なものは取り
除く考えもあるが、仮に二
の荒手が壊れても安全とな
るような対策も含めて検討
する。

● 二の荒手の取り扱いについ
て、当委員会としては結論
は出さない。最終的な結論
は、これまでの議論を踏ま
え、もう少し広く意見を聞
く場を設け詰めていく。

方向性のイメージ

現況断面イメージ

●１．０ｍ高で保存

委員会としてのまとめ委員会としてのまとめ

可能な限り保存する
構造検討が必要

上 流 下 流
約20ｍ

約2.5ｍ
約1.7ｍ

約1.5ｍ
計画河床

護床工

約1.0ｍ計画河床

計画河床より約1.0ｍ残して切り下げる
上 流 下 流

護床工

約1.0ｍ計画河床

計画河床より約1.0ｍ残して切り下げる
上 流 下 流



約百間約百間

歴史的資源としての活用について１

●二の荒手は、築造当時の姿を概ね残している貴重な歴史
的資源である。

●短期計画では、現況のまま保存する計画であるが、河川
空間の全体整備にて、この歴史的な資源をどのように活
用していくかの検討が必要である。

6-3．二の荒手に関する今後の検討事項（中長期計画）6-3．二の荒手に関する今後の検討事項（中長期計画）

二の荒手の長さが約百間（約180ｍ）あること
から、「百間川」と呼ばれた。

・築造当時のイメージ

検討事項

二の荒手の歴史性を、どのように活用するか。

今後の取り扱いについて２

●現状のままでは、計画洪水（2,000㎥/s）に対し、二の荒
手付近の堤防の安全性が低下すため、低水路部分につい
て約１ｍ高さを残し、切り下げる必要がある。

●一方、貴重な歴史的資源であり「破壊されるまでは保存
する」との意見もある。【二の荒手調査委員会】

短期計画

中長期計画

検討事項

現状保存に関する議論・検討が必要。

・中島竹田橋整備前の様子

導流堤（左岸）導流堤（左岸）

導流堤（右岸）導流堤（右岸）

約180ｍ
（約百間）
約180ｍ
（約百間）

百間川



今後の検討事項等の整理今後の検討事項等の整理

・現況のまま保存
する

①歴史的資源
（二の荒手）

●歴史性の活用

・越流部の幅を、さらに拡げ
る。
・減勢池・護床工を拡張する。

計画流量に応じた洪水を確実
に流す分流機能を整備する。

①利用面との調整

●高水敷利用との調整

＜背割堤＞
・背割堤の高さを上げる。

＜周辺堤防＞
・高水護岸を整備する。
（左岸堤防の緩傾斜化）

＜背割堤＞
計画の洪水が越流しない
高さを確保する。

＜周辺堤防＞
計画流量に応じた水衝部
の安全性を高める。

②背割堤の整備
③周辺堤防の整備

①地域社会からの
提案

管理主体は・・

●提案の把握・
調整・反映

●施設の管理

・河川防災ステー
ションを整備する。

広域的な水防活動拠
点としての機能を設
ける。

⑤防災拠点の整備

②今後の取り扱い

●現状保存に関す
る議論・検討

①自然環境の保全

●現況自然環境の
保全・再生

②地域社会からの
提案

●提案の把握・
調整・反映

①「亀の甲」

●上流側の保存・活用
●下流側の移設・活用

②越流部周辺の水辺

●減勢池の活用・管理
●護床工と周辺環境の
調和

③細部の検討

●周辺環境との調和を
図る細部の工夫等

今
後
の
検
討
事
項

計画流量に応じた洪
水を安全に流すため
の断面を確保する。

計画流量に応じた洪水
を安全に流すための河
道を確保する。

現況に応じた洪水を確実に流
す分流機能を整備する。

目

的

・百間川橋の改築まで
に低水路幅を拡げる。

④河道（低水路）の整備

整
備
内
容

・低水路部を切り下
げる。

・越流部の高さを下げ、幅を
拡げる。
・減勢池、護床工を設ける。

⑥二の荒手の整備①一の荒手の整備

短期計画 中長期計画 短期・中期計画凡例




